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(57)【要約】
【課題】白熱灯表示方式の階床表示装置を、ＬＥＤ表示
方式の階床表示装置に間単に改造可能とする。
【解決手段】　かご３２が現在位置する階床をセグメン
ト表示するエレベータの階床表示装置３０において、表
示文字を構成する各セグメントの形状を有するセグメン
ト窓２が形成され、裏面が開口された箱型カバー３と、
裏面から表示信号が入力され、内面に各セグメント窓に
対向する各位置に通電用の接続ピン８が設けられ、箱型
カバーの裏面の開口に装着される基板９と、基板の各接
続ピン８に白熱灯用のゴム端子体３５を介して着脱自在
に設けられ、内部にＬＥＤ素子３９が組込まれ、接続ピ
ン８に装着された状態で、セグメント窓２に対向する複
数のＬＥＤ表示ユニット３４とを備えている。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各階床のエレベータ乗り場及びかご内に設置され前記かごが現在位置する階床をセグメ
ント表示するエレベータの階床表示装置において、
　前面に表示文字を構成する各セグメントの形状を有するセグメント窓が形成され、裏面
が開口された箱型カバーと、
　裏面から表示信号が入力され、内面に前記各セグメント窓に対向する各位置に通電用の
接続ピンが設けられ、前記箱型カバーの裏面の開口に装着される基板と、
　前記基板の各接続ピンに白熱灯用のゴム端子体を介して着脱自在に設けられ、内部にＬ
ＥＤ素子が組込まれ、前記接続ピンに装着された状態で、前記セグメント窓に対向する複
数のＬＥＤ表示ユニットと
を備えたことを特徴とするエレベータの階床表示装置。
【請求項２】
　前記各ＬＥＤ表示ユニットは、
　前記基板に取付けられた接続ピンに装着されるゴム端子体と、
　前記接続ピン及びゴム端子体を介して入力された駆動電力を整流するダイオードブリッ
ジ回路からなる整流器と、
　前記ゴム端子体と前記整流器との間に介挿された一対の電流制限抵抗と、
　前記整流器で整流された直流で発光するＬＥＤ素子と、
　前記ＬＥＤ素子で発光した光を拡散する拡散レンズと、
　前記ゴム端子体の一部、前記一対の電流制限抵抗、前記整流器、前記ＬＥＤ素子及び前
記拡散レンズを共通に覆うユニットケースと
を備えたことを特徴とする請求項１記載のエレベータの階床表示装置。
【請求項３】
　前記整流器を構成するダイオードブリッジ回路の各ダイオードはＬＥＤ素子で構成され
、
　前記拡散レンズは、このＬＥＤ素子で構成されたダイオードブリッジ回路に接続された
前記ＬＥＤ素子で発光した光、及び前記ダイオードブリッジ回路の各ＬＥＤ素子で発光し
た光を拡散する
ことを特徴とする請求項２記載のエレベータの階床表示装置。
【請求項４】
　前記整流器を構成するダイオードブリッジ回路及びＬＥＤ素子は、一つの半導体素子に
組込まれていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記載のエレベータの階床
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータシステムにおける各階のエレベータホールやかご内に取付けられ
、昇降路内を上下移動するかごが現在位置する階床をセグメント表示するエレベータの階
床表示装置に係わり、特に、既設の白熱灯表示方式の階床表示装置から、ＬＥＤ表示方式
に簡単に改造できるエレベータの階床表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータシステムにおける各階のエレベータホールのドア近傍の壁や、エレベータの
かご内に内には、昇降路内を上下移動するかごの現在位置（現在の階床）を表示する階床
表示装置が取付けられている。
【０００３】
　図１０は階床表示装置１の外観図であり、図１１は階床表示装置１の分解斜視図である
。図１１に示すように、この階床表示装置１は大きく分けて、前面に表示文字を構成する
各セグメントの形状を有するセグメント窓２が形成された箱型カバー３と、セグメント表
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示される文字の表示色を定める色フィルター４と、光仕切体５と、７つのセグメントに対
応する７個の白熱灯６と、裏面に表示信号線７が接続され、内面に各セグメント窓２に対
向する各位置に通電用の接続ピン８が設けられた基板９と、前記箱型カバー３と色フィル
ター４と光仕切体５と基板９とを連結する固定ピン１０とで構成されている。
【０００４】
　図１２は、基板９の各接続ピン８に対して着脱自在に設けられた各白熱灯６を示す図で
ある。図１２（ａ）は側面図、図１２（ｂ）は正面図、図１２（ｃ）は立面図、図１２（
ｄ）は回路図である。この白熱灯６は、接続ピン８に装着されるゴム端子体１１にフィラ
メント１４が収納されたガラス球１３が固定されており、フィラメント１４に接続された
接触子１２が、装着時に、接続ピン８に接触する。したがって、この白熱灯６が接続ピン
８に装着された状態で、表示信号線７から該当白熱灯６が装着された接続ピン８を通電す
ると、当該白熱灯６は点灯する。
【０００５】
　光仕切体５は、７個の各白熱灯６の光が自己のセグメント窓２以外の他の白熱灯６のセ
グメント窓２に光が漏れるのを防ぐために、各白熱灯６毎に自己のセグメント窓２に対す
る光ダクトが形成されている。このような階床表示装置１は、例えば交流２４Ｖ（ボルト
）で駆動される。
【０００６】
　しかしながら、この白熱灯６は寿命が短く、かつ故障発生率が高いので、突然、表示さ
れているかごの現在位置（現在の階床）が消えてしまい、エレベータの利用者に多大の迷
惑を与える可能性が大きい。
【０００７】
　このような問題を解消するために、特許文献１に、図１０～図１２に示す既設の白熱灯
表示方式を採用した階床表示装置１をＬＥＤ表示方式に改造した階床表示装置が提唱され
ている。
【０００８】
　この階床表示装置１５においては、図１３に示すように、図１１の階床表示装置１にお
ける光仕切体５と７個の白熱灯６を、ＬＥＤ表示複合ユニット１６に置き換えている。図
１４（ａ）は、このＬＥＤ表示複合ユニット１６の断面図である。このＬＥＤ表示複合ユ
ニット１６内には、セグメントの表示窓１４に合わせてＬＥＤ素子１８が実装された図１
４（ｂ）に示すＬＥＤ基板１９と、図１５に示す各セグメント毎のＬＥＤ駆動回路２４に
おける全波整流用のダイオードブリッジ回路２０及び一対の電流制限抵抗２１が実装され
ている抵抗基板２２とが組込まれている。この階床表示装置１５においては、各セグメン
トには、３個のＬＥＤ素子１８が配設されている。
【０００９】
　この抵抗基板２２の裏面には、図１３の基板９に取付けられた７個の各接続ピン８に装
着可能な７個のゴム端子体２３が取付けられている。ゴム端子体２３には、図１５に示す
各セグメント毎のＬＥＤ駆動回路２４が接続されている。ＬＥＤ基板１９及び抵抗基板２
２はリードピン２５にて連結されている。
【００１０】
　このようなＬＥＤ表示方式に改造された階床表示装置１５においては、表示信号線７か
ら接続ピン８を通電すると、接続ピン８に装着されたゴム端子体２３に接続された図１５
に示すセグメント単位のＬＥＤ駆動回路２４に交流の電圧が印加されるる。この交流電圧
は電流制限抵抗２１で最大電流値が制限された状態において、ダイオードブリッジ回路２
０で直流に変換された後、当該セグメントの表示窓１４に配列された３個のＬＥＤ素子１
８に供給される。その結果、該当セグメントがＬＥＤ点灯する。
【００１１】
　このように、従来の白熱灯６を採用した階床表示装置１をＬＥＤ表示方式を採用した階
床表示装置１５へ間単に改造できる。
【特許文献１】特開２０００－２７６０６９号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、図１３～図１５に示す階床表示装置１５においても、まだ解決すべき次
のような課題があった。
【００１３】
　すなわち、改造する前の階床表示装置１における各白熱灯６と光仕切体５を階床表示装
置１から取り外し、その後、ＬＥＤ表示複合ユニット１６を装着する必要がある。したが
って、改造工事時間が長くなり、エレベータの利用者に多大の不便をかけることになり、
エレベータの利用者に対するサービス低下となる。さらに、改造を行う作業者の作業負担
が増大する。
【００１４】
　また、改造後において、７つのセグメントのうち、特定のセグメントのＬＥＤ素子１８
の輝度が低下した場合には、７つのセグメントの合計２１個、全部のＬＥＤ素子１８が実
装されたＬＥＤ基板１９を交換する必要があるので、保守作業の手間が多かった。なお、
ＬＥＤ表示複合ユニット１６全体を交換する手法が考えられるが、この場合、交換部品費
用が増大する問題が生じる。
【００１５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、従来の白熱灯を採用した階床表
示装置本体の改造は全く実施しなくて、従来の各白熱灯のフィラメント切断等の故障時に
、当該白熱灯を交換する交換作業と同一作業で、表示方式を白熱灯表示方式からＬＥＤ表
示方式へ改造でき、改造に要する時間を大幅に短縮でき、さらに、各セグメント毎に、Ｌ
ＥＤ表示ユニットを交換でき、改造後のメンテナンスの容易化を図れるエレベータの階床
表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解消するために、本発明は、各階床のエレベータ乗り場及びかご内に設置さ
れかごが現在位置する階床をセグメント表示するエレベータの階床表示装置において、
　前面に表示文字を構成する各セグメントの形状を有するセグメント窓が形成され、裏面
が開口された箱型カバーと、裏面から表示信号が入力され、内面に各セグメント窓に対向
する各位置に通電用の接続ピンが設けられ、箱型カバーの裏面の開口に装着される基板と
、基板の各接続ピンに白熱灯用のゴム端子体を介して着脱自在に設けられ、内部にＬＥＤ
素子が組込まれ、接続ピンに装着された状態で、セグメント窓に対向する複数のＬＥＤ表
示ユニットとを備えている。
【００１７】
　このように構成されたエレベータの階床表示装置においては、基板の内面に設けられた
通電用の接続ピンに対して、白熱灯に替えて内部にＬＥＤ素子が組込まれたＬＥＤ表示ユ
ニットを装着するのみでよい。したがって、白熱灯表示方式からＬＥＤ表示方式へ簡単に
改造できる。また、ＬＥＤ表示ユニットはセグメント毎に設けられているので、ＬＥＤ表
示ユニットをセグメント毎に交換できるので、改造後のメンテナンスの容易化を図れる。
【００１８】
　また、別の発明においては、上記発明のエレベータの階床表示装置のＬＥＤ表示ユニッ
トは、基板に取付けられた接続ピンに装着されるゴム端子体と、接続ピン及びゴム端子体
を介して入力された駆動電力を整流するダイオードブリッジ回路からなる整流器と、ゴム
端子体と整流器との間に介挿された一対の電流制限抵抗と、整流器で整流された直流で発
光するＬＥＤ素子と、ＬＥＤ素子で発光した光を拡散する拡散レンズと、ゴム端子体の一
部、一対の電流制限抵抗、整流器、ＬＥＤ素子及び拡散レンズを共通に覆うユニットケー
スとを備えている。
【００１９】
　一般的に、ＬＥＤ素子は、フィラメントが組込まれた白熱灯に比較して、小電流、小電
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力で、且つ必ず直流で駆動されるので、各ＬＥＤ表示ユニット内には、ＬＥＤ素子の他に
、整流器、電流制限抵抗が組込まれている。さらに、ＬＥＤ素子の光をセグメント一杯に
拡散させるための拡散レンズが組込まれている。
【００２０】
　また、別の発明においては、上記発明のエレベータの階床表示装置のＬＥＤ表示ユニッ
トに組込まれた、整流器を構成するダイオードブリッジ回路の各ダイオードはＬＥＤ素子
で構成されている。また、拡散レンズは、このＬＥＤ素子で構成されたダイオードブリッ
ジ回路に接続されたＬＥＤ素子で発光した光、及びダイオードブリッジ回路の各ＬＥＤ素
子で発光した光を拡散する。
【００２１】
　このように、整流用のダイオードにＬＥＤ素子を採用することによって、このＬＥＤ表
示ユニットから出力する光量を増加できる。
【００２２】
　また、別の発明においては、上記発明のエレベータの階床表示装置のＬＥＤ表示ユニッ
トに組込まれた整流器を構成するダイオードブリッジ回路及びＬＥＤ素子は、一つの半導
体素子に組込まれている。このようにすることによって、ＬＥＤ表示ユニットを従来の白
熱灯とほぼ同程度に小型化できる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明においては、基板の内面に設けられた通電用の接続ピンに対して、白熱灯に変え
て内部にＬＥＤ素子が組込まれたＬＥＤ表示ユニットを装着するのみでよい。したがって
、白熱灯表示方式からＬＥＤ表示方式へ簡単に改造できる。また、ＬＥＤ表示ユニットを
セグメント毎に交換できるので、改造後のメンテナンスの容易化を図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の各実施形態を図面を用いて説明する。
【００２５】
　　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に係わるエレベータの階床表示装置３０は、図１（ａ）示すよう
に、エレベータシステムにおける各階のエレベータホールのドア３１近傍の壁面や、エレ
ベータのかご３２内のドア３３の上側の壁面に取付られている。
【００２６】
　図２は同第１実施形態の階床表示装置３０を壁面から取外した状態を示す外観図であり
、図３は同実施形態の階床表示装置３０の分解斜視図である。図１０、図１１に示す従来
（改造前）の階床表示装置１と同一部分には同一符号を付して、重複する部分の詳細説明
を省略する。
【００２７】
　この第１実施形態の階床表示装置３０は、大きく分けて、前面に表示文字を構成する各
セグメントの形状を有するセグメント窓２が形成された箱型カバー３と、セグメント表示
される文字の表示色を定める色フィルター４と、光仕切体５と、７つのセグメントに対応
する７個のＬＥＤ表示ユニット３４と、裏面に表示信号線７が接続され、内面に各セグメ
ント窓２に対向する各位置に通電用の接続ピン８が設けられた基板９と、箱型カバー３と
色フィルター４と光仕切体５と基板９とを連結する固定ピン１０とで構成されている。
【００２８】
　光仕切体５は、７個の各ＬＥＤ表示ユニット３４の光が自己のセグメント窓２以外の他
のＬＥＤ表示ユニット３４のセグメント窓２に光が漏れるのを防ぐために、各ＬＥＤ表示
ユニット３４毎に自己のセグメント窓２に対する光ダクトが形成されている。なお、ＬＥ
Ｄ表示ユニット３４の寸法、形状は、従来装置で使用されている図１２に示す白熱灯６と
ほぼ同一であるので、光仕切体５は従来装置の光仕切体５をそのまま使用している。
【００２９】
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　すなわち、実施形態の階床表示装置３０は、従来（改造前の）の階床表示装置１におけ
る７個の白熱灯６を７個のＬＥＤ表示ユニット３４に交換したのみである。
【００３０】
　図４は、基板９の各接続ピン８に対して着脱自在に設けられた各ＬＥＤ表示ユニット３
４を示す図である。図４（ａ）は側面図、図４（ｂ）は正面図、図４（ｃ）は立面図であ
る。また、図５はＬＥＤ表示ユニット３４の内部構成図であり、図６はＬＥＤ駆動回路３
８である。
【００３１】
　このＬＥＤ表示ユニット３４においては、接続ピン８に装着されるゴム端子体３５に筒
状の樹脂ケース３６が取付けられ、この樹脂ケース３６の上端開口に透明のレンズカバー
３７が固定されている。したがって、樹脂ケース３６とレンズカバー３７とでユニットカ
バーを構成する。
【００３２】
　レンズカバー３７内に、図６に示すＬＥＤ駆動回路３８の２個の各ＬＥＤ素子３９と整
流器を構成するダイオードブリッジ回路の４個のダイオード４０を搭載した半導体素子と
してのシリコンウェハ４１が配設されている。そして、その上方に、拡散レンズ４２が収
納されている。
【００３３】
　シリコンウェハ４１上に形成された整流器は、樹脂ケース３６内に収納された一対の電
流制限抵抗４３、リード線４４を介して、ゴム端子体３５の各接触子４５に接続されてい
る。
【００３４】
　ゴム端子体３５は、樹脂ケース３６と同様に、各電流制限抵抗４３を収納することと、
基板９の接続ピン８を差し込む事により、接続ピン８と接触子４５との電気的接続を行う
ことができる。レンズカバー３７、樹脂ケース３６、ゴム端子体３５は、電流制限抵抗４
３のリード線４４を使用し、ゴム端子体３５を基板９の接続ピン８に装着することにより
、ゴム端子体３５の側方へ露出するリード線４４を曲げることで各ケースを固定している
。
【００３５】
　ゴム端子体３５の基板９の接続ピン８の挿入部は、図５に示すような形状となっており
、この挿入部を接続ピン８より少し小さい穴とすることにより、ゴムの伸縮を利用してＬ
ＥＤ表示ユニット３４を接続ピン８に固定することが可能となる。したがって、ゴム端子
体３５を接続ピン８に装着すると、接続ピン８は接触子４５、リード線４４を介して、電
流制限抵抗４３に電気的に接続される。
【００３６】
　そして、表示信号線７から例えば特定の接続ピン８を通電すると、接続ピン８に装着さ
れた、該当セグメントに対応する１個の図４、図５に示すＬＥＤ表示ユニット３４に交流
の電圧が印加されるる。この交流電圧は電流制限抵抗４３で最大電流値が制限された状態
において、ダイオードブリッジ回路で直流に変換された後、２個のＬＥＤ素子３９に供給
される。その結果、２個のＬＥＤ素子３９が発光し、その光は、一旦拡散レンズ４２で拡
散された後、光仕切体５で箱形ケース３の対応するセグメント窓２に集光される。その結
果、該当セグメントがＬＥＤ点灯する。
【００３７】
　このように構成された第１実施形態のエレベータのＬＥＤ表示方式に改造された階床表
示装置３０においては、基板９の内面に設けられた通電用の接続ピン８に対して、白熱灯
６に変えて内部にＬＥＤ素子３９が組込まれたＬＥＤ表示ユニット３４を装着するのみで
、白熱灯表示方式からＬＥＤ表示方式へ簡単に改造できる。
【００３８】
　また、ＬＥＤ表示ユニット３４はセグメント毎に設けられているので、ＬＥＤ表示ユニ
ット３４をセグメント毎に交換できるので、表示不良のＬＥＤ表示ユニット３４が生じた
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場合は、従来の白熱灯６を交換する要領と同一要領で、ＬＥＤ表示ユニット３４を交換す
ればよい。したがって、改造後のメンテナンスの容易化を図れる。
【００３９】
　さらに、この実施形態のＬＥＤ表示ユニット３４内には、整流器を構成するダイオード
ブリッジ回路が組込まれている。したがって、表示信号線７からの入力信号は交流又は直
流が可能であり、交流の場合は整流器で直流に整流されてＬＥＤ素子３９に供給される。
【００４０】
　また、入力信号が直流の場合は、整流器を構成するダイオードブリッジ回路により、た
とえ、入力信号の極性が（＋）、（－）誤ったとしても、ＬＥＤ素子３９の破損を未然に
防止できる。
【００４１】
　　（第２実施形態）
　図７は、本発明の第２実施形態のエレベータの階床表示装置におけるＬＥＤ表示ユニッ
ト３４ａ内に組込まれた各電子部品のＬＥＤ駆動回路図３８ａである。図６に示す第１実
施形態のＬＥＤ表示ユニット３４ａ内に組込まれた各電子部品のＬＥＤ駆動回路図３８と
同一部分には、同一符号を付して、重複する部分の詳細説明を省略する。
【００４２】
　また、図８（ａ）は、ＬＥＤ表示ユニット３４ａの側面図、図８（ｂ）はＬＥＤ表示ユ
ニット３４ａの内部構造の一部を示す図である。図４、図５と同一部分には、同一符号を
付して、重複する部分の詳細説明を省略する。その他の構成は先に説明した、第１実施形
態装置と同じである。
【００４３】
　この第２実施形態のＬＥＤ表示ユニット３４ａ内に形成された整流器を構成するダイオ
ードブリッジ回路の４個のダイオードをＬＥＤ（Light Emitting Diode）素子４７で構成
している。
【００４４】
　そして、図８（ｂ）に示すように、シリコンウェハ４１上に形成された、整流器を構成
するダイオードブリッジ回路の４個のＬＥＤ素子４７及び本来のＬＥＤ素子３９の上方位
置に拡散レンズ４２が設けられている。
【００４５】
　このように構成されたＬＥＤ表示ユニット３４ａにおいては、整流器を構成するダイオ
ードブリッジ回路の４個のＬＥＤ素子４７は順方向に電流が流れると発光するので、ＬＥ
Ｄ表示ユニット３４ａ全体の光量が増加する。
【００４６】
　なお、ブリッジ接続された各ＬＥＤ素子４７は交流電圧を整流する場合に、１／２周期
毎に逆電圧が印加されるが、１個のＬＥＤ素子４７に印加される逆電圧は、
（整流用のＬＥＤ素子４７、1個）＋（発光専用のＬＥＤ素子３９、1個）
であり、ＬＥＤ素子４７に１ｍＡ程度の電流を流すと、ＬＥＤ素子４７の電圧降下は、一
般的に、１．５Ｖ×２＝３Ｖとなるが、一般的なＬＥＤ素子４７の逆耐電圧は、５Ｖ程度
であるので、ＬＥＤ素子４７が破損することはない。
【００４７】
　なお、ＬＥＤ表示ユニット３４ｂの形状を図９に示すように、各ＬＥＤ素子を図９に示
すように横１列に配列して、箱形ケース３の各セグメント窓２に均一に光が照射されるよ
うに構成してもよい。この場合は、光仕切体５は使用しない。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の第１実施形態に係わるエレベータの階床表示装置が取付けられたエレベ
ータホール及びかご内を示す図
【図２】同実施形態の階床表示装置の外観図
【図３】同実施形態の階床表示装置の分解斜視図
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【図４】同実施形態の階床表示装置のＬＥＤ表示ユニットを示す図
【図５】同実施形態の階床表示装置のＬＥＤ表示ユニットの内部構成を示す図
【図６】同実施形態の階床表示装置のＬＥＤ表示ユニットのＬＥＤ駆動回路図
【図７】本発明の第２実施形態に係わるエレベータの階床表示装置のＬＥＤ表示ユニット
のＬＥＤ駆動回路図
【図８】同実施形態の階床表示装置のＬＥＤ表示ユニットを示す図
【図９】本発明のエレベータの階床表示装置のＬＥＤ表示ユニットの変形例を示す図
【図１０】従来（改造前）の階床表示装置の外観図
【図１１】同従来（改造前）の階床表示装置の分解斜視図
【図１２】同従来（改造前）の階床表示装置の白熱灯を示す図
【図１３】従来（改造後）の階床表示装置の分解斜視図
【図１４】同従来（改造後）の階床表示装置のＬＥＤ表示複合ユニットを示す図
【図１５】同従来（改造後）の階床表示装置のＬＥＤ表示複合ユニットにおけるセグメン
ト単位のＬＥＤ駆動回路図
【符号の説明】
【００４９】
　２…セグメント窓、３…箱型ケース、４…色フィルタ、５…光仕切体、６…白熱灯、７
…表示信号線、８…接続ピン、９…基板、１０…固定ピン、１，３０…階床表示装置、３
４，３４ａ，３４ｂ…ＬＥＤ表示ユニット、３５…ゴム端子体、３６…樹脂ケース、３７
…レンズカバー、３８…ＬＥＤ駆動回路、３９，４７…ＬＥＤ素子、４０…ダイオード、
４１…シリコンウェア、４２…拡散レンズ、４３…電流制限抵抗、４４…リード線、４５
…接触子

【図１】 【図２】

【図３】
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